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２．徹底したUI・UXの改善と国民向けサービスの実現

（10）相互連携分野のデジテル化の推進等による経済社会のデジタル化

① 相互連携分野のデジタル化の推進

ア 電子インボイス

民間事業者間の請求等に関するプロセスのデジタル化が必ずしも十分ではなく、また、システム間での

データ連携が円滑に実施されないことが、中小・小規模事業者をはじめとする事業者のバックオフィス業

務や事務処理の負担となっている。

このため、インボイス制度に移行する令和５年（2023年）10月を見据え、会計・業務システム間での

データ連携を実現することにより事業者の負担軽減と効率化を図る観点から、官民連携の下、グローバル

な標準規格をベースに「電子インボイス」に関する標準仕様を策定する。デジタル庁は標準仕様の管理者

となり、関係府省庁と連携の上、業務ソフト等の普及を推進する。

標準化された電子インボイスやクラウド会計ソフト等の利用による経理事務のデジタル化及び経営・財

務状況の把握の高度化・リアルタイム化を推進しつつ、バックオフィスの生産性向上を図る。

また、政府調達システムについて、システムの共同利用化を検討するとともに、インボイス制度への移

行までに、請求等のデータについてシステム連携が可能となるよう、必要な対応を進める。


